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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
装置本体に取り付けられ、前記装置本体内の電気回路と電気的に接続された本体側コネク
ターと、
前記本体側コネクターと嵌合し、前記本体側コネクターとの嵌合側と反対側に引き出され
るコードの先端に設けられたコード側コネクターと、
前記コード側コネクターを保持し、前記本体側コネクターとの嵌合側よりもコード側が小
さく形成された開口部を有するコネクター保持体と、
前記本体側コネクターの近傍に、前記コード側コネクターを前記本体側コネクターに嵌合
させる方向に対して直交方向に、前記コネクター保持体を嵌入するガイド部と、
を備えたコネクター保持装置。
【請求項２】
前記コネクター保持体は、前記ガイド部に嵌入する鍔部を有する請求項１に記載のコネク
ター保持装置。
【請求項３】
前記ガイド部は、前記本体側コネクターを挟んで平行に配置された２箇所の溝部を有し、
前記コネクター保持体は、前記溝部にスライドして嵌入する鍔部を設けた請求項１に記載
のコネクター保持装置。
【請求項４】
前記コネクター保持体は、前記コード側コネクターが収納されるＵ字型で樋形状の収納部
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と、前記収納部を被うようにヒンジ部で接続された蓋部と、を有する請求項１に記載のコ
ネクター保持装置。
【請求項５】
前記コネクター保持体の前記蓋部は、ロック部を有し、前記収納部を被うと同時に、前記
ロック部によりロックされる請求項４に記載のコネクター保持装置。
【請求項６】
前記ロック部は、弾性形状部と爪部とを有し、前記爪部が前記コネクター保持体の爪穴と
係合することにより、前記蓋部がロックされる請求項５に記載のコネクター保持装置。
【請求項７】
前記コネクター保持体が弾性体で形成される請求項４から請求項６のいずれか１項に記載
のコネクター保持装置。
【請求項８】
前記コード側コネクターとの嵌め合い部としてのガイド部を有する本体取り付け具と、
前記本体取り付け具を固定する上側挟み込み金具および下側挟み込み金具と、本体装置に
固定される本体側コネクター保持部とをさらに備え、
前記ガイド部は、前記コネクター保持体を保持するとともに、本体側コネクターとは独立
して存在し、前記コネクター保持体と同期して動く請求項２に記載のコネクター保持装置
。
【請求項９】
本体側コネクター基板をさらに備え、
前記本体側コネクター基板は、前記本体側コネクターを実装し、前記本体取り付け具に前
記本体側コネクターと一緒に保持される請求項１に記載のコネクター保持装置。
【請求項１０】
前記本体取り付け具は、
本体取り付け具内開口部に本体側コネクターを嵌め込んで保持するとともに、
前記本体装置に、上側挟み込み金具と下側挟み込み金具とで保持される
請求項８に記載のコネクター保持装置。
【請求項１１】
前記上側挟み込み金具と前記下側挟み込み金具とは、前記本体取り付け具を挟み込んでビ
スにより固定する請求項１０に記載のコネクター保持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器から着脱可能な電源コードなどのコード側コネクターと、電子機器
本体側コネクターとの接続が容易に外れないようにしたコネクター保持装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子機器における電源コードなどは、取り扱いや交換などを容易にするため、電
子機器本体から着脱可能に構成されている。この種のコネクターの接続に関しては、コネ
クターが外れてしまうと、電力が供給されなくなってしまう問題や、コネクターが外れか
かり、コネクター間の不完全接触で漏電する問題が起きる可能性がある。
【０００３】
　このような問題を解決するために、従来、コネクターをロックする機構を備えた構造が
開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　図８Ａ、８Ｂ、８Ｃは、特許文献１に記載された従来のコネクターのロック機構を示す
外観斜視図である。図８Ａに示すように、コネクターのロック機構は、装置本体１０のパ
ネル１１と、パネル１１に設けられた開口部１２と遮蔽板１３とを備えている。遮蔽板１
３は、パネル１１に図示しない支点を中心に回動可能に取り付けられ、開口部１２を開放
、または遮蔽する。また、遮蔽板１３には、下端縁に切欠き部１３ａが設けられている。
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さらに、コネクターのロック機構は、コネクター１４を備えている。コネクター１４は、
開口部１２の奥に取り付けられ、装置本体１０の内部の回路（図示せず）と電気的に接続
されている。
【０００５】
　また、図８Ｂに示すように、遮蔽板１３は、一対の円弧外周を有する扇状部材の円弧中
心が固定軸（図示せず）に枢支されており、上下方向に回動可能となっている。したがっ
て、遮蔽板１３を上下方向に回動させることにより、コネクター１４は、外部に開放、ま
たは外部から遮蔽される。
【０００６】
　また、電源コード２１は、先端にコネクター１４と電気的に接続するためのプラグ２２
を有する。そして、プラグ２２の後部の段部２３は、プラグ２２よりも小さく形成されて
いる。
【０００７】
　以上のように構成された従来のコネクターのロック機構において、まず、装置本体のパ
ネル１１に取り付けられた遮蔽板１３を上方向に回動させ、コネクター１４を開放させた
状態とする。次に、電源コード２１のプラグ２２を開口部１２より挿入し、コネクター１
４とプラグ２２を嵌合させ、電気的に接続させる。
【０００８】
　その後、図８Ｃに示すように遮蔽板１３を下方向に回動させ、パネル１１の開口部１２
を遮蔽可能にする。その際、遮蔽板１３の下端縁に設けられた切欠き部１３ａが、プラグ
２２の後部段部２３に嵌合する。これによって、遮蔽板１３とコネクター１４との間の空
所にプラグ２２を挟持して係止することができる。
【０００９】
　しかしながら、上記した特許文献１に記載された従来のコネクターのロック機構では、
以下のような課題があった。
【００１０】
　例えば、装置本体を上下反対に設置したり、傾斜させて設置したりする場合や、コード
を動かした場合などには、ロック機構が解除される可能性がある。ロックを十分にしよう
とすれば、遮蔽板１３を上下方向に回動させることが困難になり、コードの着脱作業が容
易ではなくなる。また、遮蔽板１３を硬質の材料とする必要があり、プラグ２２の後部段
部２３に負荷がかかることによる損傷、破断の問題もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】実開平７－１４５７５号公報
【発明の概要】
【００１２】
　本発明のコネクター保持装置は、本体側コネクターとコード側コネクターとコネクター
保持体とを備える。本体側コネクターは、装置本体に取り付けられ、装置本体内の電気回
路と電気的に接続されている。コード側コネクターは、本体側コネクターと嵌合し、本体
側コネクターとの嵌合側と反対側に引き出されるコードの先端に設けられている。コネク
ター保持体は、コード側コネクターを保持し、本体側コネクターとの嵌合側よりもコード
側が小さく形成された開口部を有している。そして、本体側コネクターにコード側コネク
ターが嵌合した状態で、コネクター保持体を装置本体に取り付けることを特徴とする。
【００１３】
　これにより、本体側コネクターとコード側コネクターの嵌合が容易に外れないようにす
ることができる。また、コネクター保持体を弾性体で形成することにより、コード側コネ
クターにかかる負荷を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１Ａ】本発明の実施の形態１におけるコネクター保持装置の外観斜視図であって、コ
ネクター嵌合前の状態を示す図
【図１Ｂ】本発明の実施の形態１におけるコネクター保持装置の外観斜視図であって、コ
ネクター嵌合後の状態を示す図
【図２Ａ】本発明の実施の形態１におけるコネクター保持体の詳細斜視図であって、コネ
クター保持体を上方向から見た状態を示す図
【図２Ｂ】本発明の実施の形態１におけるコネクター保持体の詳細斜視図であって、コネ
クター保持体を下方向から見た状態を示す図
【図３】本発明の実施の形態１におけるコネクター保持体に電源コードを装着した状態を
示す外観斜視図
【図４】本発明の実施の形態２におけるコネクター保持装置の本体側コネクターのみが本
体側コネクター基板に実装されている状態を示す図
【図５】本発明の実施の形態２におけるコネクター保持装置の本体側コネクター保持部の
構成展開図
【図６】本発明の実施の形態２におけるコネクター保持装置の本体側コネクター保持部の
保持状態図
【図７】同本体側コネクター保持部を本体装置に固定する様子を示す構成展開図
【図８Ａ】従来のコネクターのロック機構を示す外観斜視図
【図８Ｂ】従来のコネクターのロック機構を示す外観斜視図
【図８Ｃ】従来のコネクターのロック機構を示す外観斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１６】
　（実施の形態１）
　図１Ａ、１Ｂは、本発明の実施の形態１におけるコネクター保持装置の外観斜視図で、
図１Ａはコネクター嵌合前の状態を示している。また、図１Ｂはコネクター嵌合後の状態
を示している。図２Ａ、２Ｂはコネクター保持体６の詳細斜視図で、図２Ａは、コネクタ
ー保持体６を上方向から見た状態を示している。また、図２Ｂは、コネクター保持体６を
下方向から見た状態を示している。図３は、コネクター保持体６に電源コード４を装着し
た状態を示す外観斜視図である。
【００１７】
　まず、本実施の形態におけるコネクター保持装置の構成を説明する。図１Ａ、１Ｂに示
すように、コネクター保持装置は、ガイド部２と本体側コネクター３とコード側コネクタ
ー５とコネクター保持体６とを備えている。ガイド部２は、電子機器である本体装置１に
取り付けられている。本体側コネクター３は、装置本体１内の電気回路と電気的に接続さ
れている。コード側コネクター５は、本体側コネクター３と嵌合し、本体側コネクター３
との嵌合側と反対側に引き出される電源コード４の先端に設けられている。コネクター保
持体６は、コード側コネクター５を保持する。
【００１８】
　すなわち、図１Ａに示すように、電子機器である装置本体１には、コネクター保持装置
の本体側コネクター３が設けられている。また、装置本体１の本体側コネクター３の近傍
に設けられたガイド部２には、本体側コネクター３を挟んで開口部２ａと左右に平行に配
置された２箇所の溝部２ｂが設けられている。そして、本体側コネクター３は、開口部２
ａの奥に取り付けられ、装置本体１内の電気回路（図示せず）と電気的に接続されている
。なお、上述した近傍は、装置本体１とコネクター保持体６とを保持する強度と、コネク
ター保持装置の小型化の観点から、装置本体１に極力、近接することが望ましい。
【００１９】
　また、電源コード４は、コード側コネクター５を備え、接続部が蛇腹部４ａとなってお
り、電源コード４を柔軟に動かせるようになっている。
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【００２０】
　そして、図２Ａ、２Ｂに示すように、コネクター保持体６は、電源コード４のコード側
コネクター５が収納される略Ｕ字型の収納部６ａと、収納部６ａにヒンジ部６ｂによって
接続され、収納部６ａを被う蓋部６ｃと、収納部６ａの略Ｕ字型の両端に設けられた鍔部
６ｄとから構成されている。すなわち、コネクター保持体６は、ガイド部に嵌入する鍔部
を有する。また、収納部６ａは前後に開口を有し、第１開口部６ｅを、コード側コネクタ
ー５が収納される幅に、第２開口部６ｆは、コード側コネクター５よりも狭い幅に形成し
ている。すなわち、コネクター保持体６は、本体側コネクター３との嵌合側よりも電源コ
ード４側が小さく形成された開口部である第２開口部６ｆを有する。
【００２１】
　なお、図３に示すように、第１開口部６ｅと第２開口部６ｆとの間隔は、コード側コネ
クター５が本体側コネクター３に嵌合した際に、両者の電気的な接続が確実に行われるた
めに必要十分な長さに設定されている。
【００２２】
　また、蓋部６ｃに設けられたロック部６ｇは、弾性形状部６ｈと、爪部６ｉを備えてい
る。そして、ロック部６ｇは、ロック部挿入部６ｊに挿入されるように形成されている。
また、ロック部挿入部６ｊの側面には、爪部６ｉが嵌合する爪穴６ｋが設けられている。
電源コード４が引き出される第３開口部６ｎは、電源コード４の太さに対して幅に余裕を
持たせている。上記したように、コネクター保持体６の蓋部６ｃは、ロック部６ｇを有し
、収納部６ａを被うと同時に、ロック部６ｇによりロックされるように構成されている。
【００２３】
　以上のように構成された本実施の形態のコネクター保持装置について、以下、その組み
立て手順を説明する。
【００２４】
　まず、電源コード４のコード側コネクター５を開口部２ａの奥に取り付けられた本体側
コネクター３に嵌合させ、コード側コネクター５と本体側コネクター３とを電気的に接続
させる。
【００２５】
　次に、コネクター保持体６を、略Ｕ字型の収納部６ａを逆方向に向け、コード側コネク
ター５に上方から被せるように嵌め合わせる。このとき同時に、コネクター保持体６を装
置本体の本体側コネクター３の近傍部に設けられたガイド部２に嵌入する。すなわち、コ
ネクター保持体６でコード側コネクター５を保持するとともに、コネクター保持体６に設
けられた２箇所の鍔部６ｄを装置本体１に設けられたガイド部２の左右の溝部２ｂに、ス
ライドさせて嵌入する。
【００２６】
　その後、図１Ｂに示すように、コネクター保持体６の蓋部６ｃを、ヒンジ部６ｂを中心
に矢印のように回転させて曲げ、収納部６ａを被う。そして、ロック部６ｇをロック部挿
入部６ｊに挿入すると、弾性形状部６ｈが一旦縮められ、爪部６ｉが爪穴６ｋに係合し、
弾性形状部６ｈが復帰することにより外れなくなる。その結果、蓋部６ｃがロックされる
。これにより、コード側コネクター５が、コネクター保持体６に保持されるとともに、装
置本体１にロックされる。
【００２７】
　コード側コネクター５がコネクター保持体６に保持される際、図３に示すように、電源
コード４のコード側コネクター５は、略Ｕ字型の収納部６ａに収納される。ここで、第２
開口部６ｆがコード側コネクター５よりも狭い幅に形成されているため、コード側コネク
ター５が第２開口部６ｆから抜けることはない。そして、第１開口部６ｅと第２開口部６
ｆとの間隔が、コード側コネクター５が本体側コネクター３に嵌合した際に、両者の電気
的な接続が確実に行われるために必要十分な長さに設定されているため、コード側コネク
ター５と本体側コネクター３との間で、不完全接触が生じることはない。また、電源コー
ド４は蛇腹部４ａにより柔軟に動くが、第３開口部６ｎの幅に余裕があるため、動きが制
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限されたり、被覆が損傷したりすることはない。
【００２８】
　また、コネクター保持体６自身を弾性体で形成してもよい。このようにすれば、第３開
口部６ｎの幅に余裕がなくても構わない。この場合は、コネクター保持体６の略Ｕ字型の
収納部６ａの幅をコード側コネクター５の幅とほぼ同じにし、かつ、装置本体１に設けら
れたガイド部２の左右の溝部２ｂの間隔と略Ｕ字型の収納部６ａの外側の幅をほぼ同じに
すれよい。その結果、コネクター保持体６の鍔部６ｄが弾性を有していても、溝部２ｂか
ら鍔部６ｄが外れることはない。なお、コネクター保持体６を形成する弾性体としては、
例えば、ＡＢＳ樹脂やポリアミド系樹脂（ＰＡ６）などを用いることができる。
【００２９】
　電源コード４のコード側コネクター５を本体側コネクター３から外す場合は、爪穴６ｋ
の外側から爪部６ｉを内側に押し込んで弾性形状部６ｈを一旦縮めると、蓋部６ｃを開け
ることができる。そして、蓋部６ｃが完全に開いた状態で、コネクター保持体６の２箇所
の鍔部６ｄを、ガイド部２の左右の溝部２ｂに沿ってスライドさせ、コネクター保持体６
をコード側コネクター５から取り外すことができる。
【００３０】
　その後、電源コード４のコード側コネクター５を本体側コネクター３から取り外すこと
ができる。
【００３１】
　なお、本実施の形態では、コネクター保持体６が上下方向にスライドさせて装置本体１
のガイド部２に挿入、取り外しするタイプのものと示したが、同様の機構により左右方向
に移動させるタイプも容易に実施できる。この場合は、装置本体１のガイド部２の方向も
それに合わせて変えればよい。
【００３２】
　このように、本実施の形態のコネクター保持装置では、コネクター保持体６を装着した
状態で電源コード４のコード側コネクター５を本体側コネクター３から外すことはできず
、容易に接続が外れることはないため、コネクター間の不完全接触で漏電することを防止
できる。
【００３３】
　また、本実施の形態では、電源コードとコネクターを例に挙げて説明したが、その他の
信号ケーブルなどのコードとコネクターにも本発明が適用できる。それらの場合でも、本
体側コネクターとコード側コネクターの嵌合が容易に外れないようにすることができる。
また、コネクター保持体を弾性体で形成することにより、コード側コネクターにかかる負
荷を軽減することができる。
【００３４】
　（実施の形態２）
　実施の形態１においては、装置本体１に設けられたガイド部２の左右の溝部２ｂに、コ
ネクター保持体６の２箇所の鍔部６ｄをスライドさせることにより、それぞれ挿入して、
装置本体１とコネクター保持体６とが外れにくいように固定した。しかし、実施の形態２
においては、ガイド部を設けた本体取り付け具と、この本体取り付け具を固定する上側挟
み込み金具と下側挟み込み金具とを設けた点が、実施の形態１と異なる。なお、実施の形
態１と同等な構成、及び動作についての詳細な説明は省略する。
【００３５】
　図４は、本実施の形態２における本体側コネクター３のみが本体側コネクター基板３ｃ
に実装されている状態の図を示す。図４に示すように本体側コネクター基板３ｃには、Ａ
Ｃインレット３ｄを有する本体側コネクター３が実装されている。そして、ＡＣインレッ
ト３ｄから、装置本体1内の電気回路（図示せず）への配線は、リード線によりつながっ
ている。
【００３６】
　図５は、本実施の形態におけるコネクター保持装置の本体側コネクター保持部３２の構
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成展開図である。コネクター保持装置は、本体装置１側には、本体側コネクター保持部３
２を備えている。そして、図５に示すように、本体側コネクター保持部３２は、本体側コ
ネクター基板３ｃと本体側コネクター３と本体取り付け具７と上側挟み込み金具８および
下側挟み込み金具９とビス３０とを備えている。本体側コネクター３は、本体側コネクタ
ー基板３ｃに実装されている。本体取り付け具７は、本体側コネクター３との嵌め合い部
としての本体取り付け具内開口部７ａとコード側コネクター５との嵌め合い部としてのガ
イド部２０とを有する。すなわち、本体取り付け具内開口部７ａは、本体側コネクター３
の外形と、丁度、嵌め合うような形状に形成されている。上側挟み込み金具８および下側
挟み込み金具９は、本体取り付け具７を上下で挟んで保持する。ビス３０は、上側挟み込
み金具８と下側挟み込み金具とを固定する。図５では、それらの構成を展開した状態で示
している。
【００３７】
　図６は、本実施の形態におけるコネクター保持装置の本体側コネクター保持部３２の保
持状態図を示している。また、図７は、図６に示した本体側コネクター保持部３２を本体
装置１に固定する様子を示す構成展開図である。
【００３８】
　以上のように構成された本実施の形態のコネクター保持装置について、以下では、その
組み立て手順を説明する。
【００３９】
　図５、６に示すように、まず、本体側コネクター基板３ｃに実装された本体側コネクタ
ー３を、本体取り付け具７の本体取り付け具内開口部７ａに嵌め込んで組み込み、本体取
り付け具７に本体側コネクター３を単独で保持させる。すなわち、本体側コネクター基板
３ｃは、本体側コネクター３を実装し、本体取り付け具７に本体側コネクター３と一緒に
保持される。また、本体取り付け具７に設けられたガイド部２０は、コード側コネクター
５との嵌め合い部としての役割を果たす。
【００４０】
　次に、本体取り付け具７を上側挟み込み金具８と下側挟み込み金具９とで保持する。そ
して上側挟み込み金具８と下側挟み込み金具９とは、本体取り付け具７を挟み込んでビス
３０により固定する。このようにして、図６に示したように、本体側コネクター保持部３
２が組み立てられて、保持状態となる。
【００４１】
　なお、図５では、ビスを２つ用いて、上側挟み込み金具８と下側挟み込み金具９とを本
体取り付け具７の両脇近傍部にてビス示して固定する方法を示した。しかし、ビスは片側
の１個とし、他方は、かしめや嵌め込みを用いてもよい。また、ビスの代わりにスポット
溶接を用いてもよい。
【００４２】
　その後、図７に示すように、保持状態となった本体側コネクター保持部３２を、装置本
体１にビス３１を用いて固定する。その際に、本体取り付け具７のガイド部２０を含む部
分を、本体装置１の本体開口部３３に嵌め込んで組み立てる。組みあがった状態では、本
体側コネクター３は、本体取り付け具７に嵌め込まれて保持されていて、本体装置１の内
部方向または外部方向に移動可能である。なお、本体側コネクター保持部３２は、装置本
体１の底面にビス３１を用いて固定する例を示したが、これに限定するものではない。例
えば、本体開口部３３の近傍部にて、ビス止めするようにしてもよいし、スポット溶接な
どによる固定を行ってもよい。
【００４３】
　そして、実施の形態１と同様に、電源コード４のコード側コネクター５を本体側コネク
ター３に嵌合させ、コード側コネクター５と本体側コネクター３とを電気的に接続させる
。
【００４４】
　次に、コネクター保持体６を、略Ｕ字型の収納部６ａを逆方向に向け、コード側コネク
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ター５に上方から被せるように嵌め合わせる。このとき同時に、ガイド部２０にコネクタ
ー保持体６を嵌入する。このように上側挟み込み金具８を本体装置１へビス３１によりビ
ス止めして固定しているが、本体側コネクター３は、本体装置１に直接固定されていない
。したがって、ガイド部２０は、コネクター保持体６を保持するとともに、本体側コネク
ター３とは独立して存在し、コネクター保持体６と同期して動くことができる。
【００４５】
　実施の形態１におけるように、本体側コネクター３が装置本体１に固定されている状態
では、左右に引っ張られた時にコネクター保持体６の鍔部６ｄがガイド部２から外れやす
い場合があった。しかし、ＡＣインレット３ｄをガイド部２０がある本体取り付け具７で
固定しているため、本体側コネクター３をこじってもコードとコネクターに取り付けてい
るコネクター保持体６が本体取り付け具７に追従して動くことができるので簡単に外れる
ことは無い。
【００４６】
　また、本体側コネクター基板３ｃはＡＣインレット３ｄが実装されているが、本体取り
付け具７は実装されていない。すなわち、本体取り付け具７を上側挟み込み金具８と下側
挟み込み金具９とで挟みこんで保持しているため、コードを上下、左右に動かしても本体
側コネクター基板３ｃの半田部に負荷がかからない構成となっている。
【００４７】
　これにより、本体側コネクター基板３ｃの半田部に負荷をかけずにコードに追従して本
体取り付け具７が動くことができるので、簡単に外れることなく、本体側コネクター基板
３ｃの半田部にクラックが生じることを防ぐことができる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明にかかるコネクター保持装置は、コード側コネクターと本体側コネクターとの接
続する場合に適用でき、ＡＣ電源もしくはＤＣ用の電源ケーブルをＤＣアダプタに接続す
る場合や、周辺機器をパソコンに接続する場合等、各種プラグを各種コネクターまたはコ
ンセントに接続する場合等にも本発明は有用である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　　装置本体
　２　　ガイド部
　２ａ　　開口部
　２ｂ　　溝部
　３　　本体側コネクター
　３ｃ　　本体側コネクター基板
　３ｄ　　ＡＣインレット
　４　　電源コード
　４ａ　　蛇腹部
　５　　コード側コネクター
　６　　コネクター保持体
　６ａ　　収納部
　６ｂ　　ヒンジ部
　６ｃ　　蓋部
　６ｄ　　鍔部
　６ｅ　　第１開口部
　６ｆ　　第２開口部
　６ｇ　　ロック部
　６ｈ　　弾性形状部
　６ｉ　　爪部
　６ｊ　　ロック部挿入部
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　６ｋ　　爪穴
　６ｎ　　第３開口部
　７　　本体取り付け具
　７ａ　　本体取り付け具内開口部
　８　　上側挟み込み金具
　９　　下側挟み込み金具
　２０　　ガイド部   
　３０　　ビス
　３１　　ビス
　３２　　本体側コネクター保持部
　３３　　本体開口部

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】
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【図８Ａ】
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